
納税義務の承継

登
記
簿
上
の
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有
者
が
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亡

課税年度の1月1日
より前に死亡

賦課期日現在
「現に所有する者」

が納税義務者

台帳主義の
「例外」が適用

課税年度の1月1日
以後に死亡

台帳主義の
「原則」が適用

「登記名義人」
が納税義務者

一旦発生した
納税義務が相続人
に承継される


